
仕 様 書 

件 名 事務所用燃料（白灯油）（六日町年金事務所）【北関東・信越】 

規 格 白灯油 ＪＩＳ１号 

予定数量 
２２,４７０リットル 

※予定数量は過去実績をもとに算出したものであり、増減がある。

納品期間 

令和８年８月１日から令和９年３月３１日まで 

※令和９年３月３１日に給油が完了するものまでを対象とする。

※月ごとの納品予定数量内訳（参考）は以下のとおり。

(単位：ℓ)

令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 令和9年2月 令和9年3月 合　計

2,500 1,170 440 1,340 4,240 5,270 4,340 3,170 22,470

納品場所 
日本年金機構 六日町年金事務所  

新潟県南魚沼市六日町字北沖９３－１７ 

納品に

係る注

意事項 

・納品は８：３０～１７：００の間に行うこと。

・納品場所より納品日を指定された場合は、期日（原則として、納品１日前までの

発注とする。）までに納品すること。 

・納品場所より納品希望の連絡があった場合には、可能な限り迅速に対応すること。 

・納品等にあたっては、関係法規に抵触しないよう、また、事故の無いよう十分な

配慮を行うこと。 

・納品後直ちに納品日、納品数量等を記載した納品書等を納品場所へ交付すること。 

・納品の際には、燃料タンク、他の備品・施設等へ損傷を与えないよう十分留意し、

万が一、損害を与えた場合には、受託事業者の負担により原状回復、または程度

に応じて取替えをすること。 

・本業務を実施する際は、業務のため立ち入りを許可された場所以外への無断立ち

入りをしてはならない。このため、敷地内における作業は納品場所管理者の指示

に従うこと。 

契約 

単価 

の変更 

・契約単価の変更について、契約締結時における一般財団法人日本エネルギー経済

研究所石油情報センターの灯油配達現金価格（１８リットル）の新潟県平均価格

を基準とし、その基準額に５％以上の変動があった場合、契約単価の変更にかか

る協議を行うことができることとする。（２回目以降の協議にあっては、それぞれ

前回分の協議書の提出日時点の新潟県平均価格を基準とする。） 

・協議にあたっては、書面により協議書を提出することとし、変更単価が妥当で

あると判断できる参考資料を添付すること。 

・受託事業者及び日本年金機構間で協議を行い、受託事業者は変更後の契約単価に

かかる見積書を提出すること。 

・協議書は契約単価変更希望月の前月５日（休日の場合は翌営業日）までに下記

担当部署に提出することとし、変更後の契約単価の適用日は申請日の属する月の



翌月の初日とする（５日を超えて協議書が到着した場合には、翌々月の初日）。 

費用の

見積に

関する

注意事

項 

・配達及び給油等納品に付随する作業についても本調達に含まれること。

・納品に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様の内容にかかる

費用全てを経費として見込むこと。 

・仕様書への質問は、別紙の様式を参考として質問書を作成し、令和８年７月２日

（木）１２：００までに下記担当部署へ提出すること。 

第三者

委託 

・本業務の実施にあたり、業務の全部又は主体的部分を第三者へ委託してはならな

い。やむを得ない事情により、本業務の主体的部分を除く一部を第三者へ委託  

する場合には、事前に書面にて下記担当部署へ申請し、承認を得ること。 

※主体的部分の業務：機構との連絡窓口、履行状況等の全体管理、

契約金額の請求等 

※主体的部分を除く業務：給油作業等

報告等 
・1 か月分の納品数量及び金額を取りまとめ、対象月の翌月第３営業日までに下記

担当部署へ報告すること。 

その他 

・指定された納品数量・規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を再納品

すること。 

・納品された燃料に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において

速やかに交換すること。 

・貯蔵槽は地下貯蔵式、タンク容量は 5,000ℓである。

・本業務の従事者は、本業務の実施にあたり知り得た事項について、委託期間のみ

ならず、その後においても情報漏洩防止対策に万全を期すこと。 

・その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するもの

とする。 

・本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。

担当部署 

〒１６８－８５０５ 東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 

日本年金機構 会計・資産管理部 管財グループ 担当 須崎 

ＴＥＬ ０３－６８９２－０７２７ 

ＦＡＸ ０３－６８９２－７９９３ 



別 紙 

 

「事務所用燃料（白灯油）の購入（六日町年金事務所）【北関東・信越】」 

の仕様書に対する質問書 

日本年金機構 理事長代理人 

会計・資産管理部長 殿 

令和  年  月  日提出 

住 所： 

会社名： 

担当者： 

連絡先：ＴＥＬ  

ＦＡＸ 

【質問書提出期限】令和８年７月２日（木）１２：００ 

【質問書提出方法】ＦＡＸ：０３－６８９２－７９９３

【質問書の提出先】日本年金機構 会計・資産管理部 管財グループ 担当：須崎 

※ＦＡＸ送信後電話にて到着確認を行うこと。（ＴＥＬ：０３－６８９２－０７２７）

※質問があった場合は、質問内容及びその回答を日本年金機構ホームページに掲示しま

す。（回答は令和８年７月８日（水）１８時頃までに掲示予定。）

項

番 
照会事項 回  答 

１ 

２ 

３ 

4 

★仕様書への質問は、本様式を参考に質問書を作成し、

期限までにＦＡＸにて提出してください。 
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